様式第2号（第6条関係）
公印省略

第　　　 号 
年 月 日 

様 
宇美町長　　

宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業
交付決定通知書

年　月　日付けで申請のありました宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請について、審査の結果、下記のとおり交付することを決定しましたので通知します。

記

1． 決定内容
	交付番号
	
	対象者氏名
	

	住所
	〒　　　－

	用品内容
	種目
	☐正弦波インバーター発電機

☐蓄電池（ポータブル電源等）

	
	用品名
	（メーカー・製品名・型番等）

	① 見積額
（購入予定額）
	② 助成基準額
	③ 助成額
課税世帯
(①又は②の少ない額の9割)

非課税世帯
(①又は②の少ない額の10割)
	④ 自己負担額
（①－③）

	円
	円
	円
	円



2． 助成に際しての注意事項
　　　　 交付決定日から60日以内に、請求書(様式第6号)により、助成金の請求を行ってください。
本事業による助成を受けて購入した用品を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはなりません。これらの行為が判明した際には、助成金の全部又は一部を返還していただく場合があります。 
また、関連する消耗品、部品、用品の維持に要する経費（ソーラーパネル、ガソリン、カセットボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用）については、助成の対象外です。 
[bookmark: _GoBack]決定内容に変更がある場合は、見積書を再提出し、改めて交付決定を受ける必要があります。また、購入を中止するときは、申請取下書（様式第5号）の提出が必要です。
3．その他
対象用品は、医療機器に直接つなげて使用すると故障する可能性がありますので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。 
なお、当該助成により購入した用品を使用したことで医療機器等が故障した場合、町はその責を負うことはできませんので、あらかじめご了承ください。 
特に、蓄電池（ポータブル電源等）については、市販されている製品のほとんどが、直接、精密医療機器に接続した場合の動作保証は行っておりませんので注意が必要です。
